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財政援助団体等監査の結果について（報告）

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、及び加須市監査基準に準拠し、財政

援助団体等監査を執行したので、同条第９項の規定により、その結果を別添のとおり

報告します。
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令和７年度財政援助団体等監査結果報告書

第１ 加須市監査基準に準拠している旨

監査委員は、加須市監査基準（令和２年加須市監査委員告示第４号）に準拠して

監査を行った。

第２ 監査等の種類

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく財政援助団体等に対する監査

第３ 監査の対象

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、補助団体、出資団体（４分の１以上

の出資）及び公の施設の管理を行わせている団体のうち、監査委員の指定した団体

及び法人

対象事業 対象団体 所管部課

農業公社支援事業 株式会社 かぞ農業公社
経済部

農業振興課

社会福祉協議会助成事業
社会福祉法人

加須市社会福祉協議会

福祉部

地域福祉課

第４ 監査の範囲

令和６年度に交付した補助金並びに出資及び指定管理団体の出納その他の事務の

執行

第５ 監査の期間

令和７年１１月２０日～令和８年３月１８日

第６ 監査の着眼点

補助金交付団体等に対する財政援助団体等監査は、市が財政的援助等を行っている

事業が、その目的に沿って適正かつ効果的、効率的に執行されているか、また、当該

団体に対する指導監督は、適切に行われているかなどを主眼として監査した。

第７ 監査の実施内容

監査の実施に当たっては、必要な資料及び関係書類の提出を求め、担当職員及び

財政援助団体等から逐次説明を聴取し、実施した。
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第８ 監査の結果

今回の監査では、補助金の交付事務が、加須市補助金等の交付手続等に関する規則

及び各補助金交付要綱に基づき、適正に執行されているか否か、補助事業が計画及び

交付条件に従って実施され、十分効果が挙げられているかなどを共通着眼点として、

補助事業の実施状況等について、関係資料等を基に照合を行った。

その結果、出納その他の事務が、財政的援助等の目的に沿って、概ね適正に執行

されていることが認められた。

補助金は、市が公益上必要であると認めた事業又は事業を行うものに対して、金銭

的給付を行うものであるが、当該補助金は公金で賄われているものであることに留意

し、補助内容等のなお一層の精査及び補助金の適正な執行に努められたい。

また、市が資本金の４分の１以上を出資している法人についても監査を実施した

結果、厳しい経営環境の中に置かれているが、今後の安定した黒字化に向けて、より

一層の経営改善・経営努力を望むものである。

なお、詳細については、個々に掲載するものとする。
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株式会社かぞ農業公社（農業公社支援事業）

所管課：経済部 農業振興課

１ 事業の内容

株式会社かぞ農業公社は、次の業務を営んでいる。

（１）農地の借り受けに関する事業

（２）作業受委託に関する業務

（３）農業用機器の有効利用に関する業務

（４）担い手育成に関する業務

２ 出資金及び決算の状況

加須市は、農地の多面的機能の保全・活用と地域農業の振興を図るため、株式会社

かぞ農業公社に、資本金の５分の４に当たる40,000千円を出資している。

                                （単位:円）

出資対象事業名 出 資 金

農業公社支援事業 40,000,000

〇決算状況                           （単位:円）

科   目
Ｒ６（第11期）

1月1日～12月31日

売上高 85,575,450

営業外収益等 5,469,119

収入合計 91,044,569

売上原価 46,245,791

販売費・一般管理費 31,439,622

法人税等 180,000

支出合計 77,865,413

収支（純利益（損失） 13,179,156
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３ 監査の結果及び意見  

■ 所管部課関係

（１）「株式会社かぞ農業公社」について、農業従事者の高齢化や担い手の不足への

対応、また、土地利用型農業の持続的発展のため、農業公社が地域農業のセーフ

ティネットとなるよう支援に努められたい。

■ 団体関係

（１）当該事業年度に係る会計の処理に関する計算書（貸借対照表、損益計算書、

株式資本等変動計算書等）は、会社法及び会社計算規則に基づき、適正に作成

されていると認められた。

（２）市内遠隔地における農作業の受託については、当該地域の中核農家や担い手と

連携して、作業受委託を図られたい。

（３）経営に関しては、具体的な行動目標を掲げ鋭意努力されており、稲作について

は、取り巻く環境が厳しさを増す中、ビール酵母やユートリシャ等を使用する

ことで反収が上がり、80％が一等米となり、その結果収支は、３期連続して黒字

となった。今後も作業効率化と生産性の向上に努められ、安定的な黒字化を目指

していただきたい。

（４）農業従事者の高齢化や後継者が不足している中、地域農業の担い手として、

本市の農業振興に尽力されたい。
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加須市社会福祉協議会（社会福祉協議会助成事業）

所管課：福祉部 地域福祉課

１ 事業の内容

社会福祉協議会は、次の事業を行うこととしている。

  （１）高齢者福祉事業       （６）権利擁護支援事業

  （２）児童・母子福祉事業     （７）ボランティアセンター事業

  （３）障がい者福祉事業      （８）介護保険関連事業

  （４）地域福祉活動支援事業    （９）あけぼの園事業

  （５）生活困窮者支援事業

  

２ 補助金及び決算の状況

加須市は、地域社会福祉の増進のため、加須市社会福祉協議会補助金交付要綱に

基づき、社会福祉協議会の運営（人件費及び事務所維持費）及び同協議会が実施する

地域社会福祉増進のための事業に要する経費に対し、147,891,000円を交付している。

なお、補助金交付の考え方としては、職員人件費及び経常経費（事務所維持費等）

相当額としている。

（単位:円）

補助対象事業名 補助対象経費 補助金額

社会福祉協議会助成事業 153,577,522 147,891,000

※この表の数値は、補助対象事業のみの額である。

３ 監査の結果及び意見

■ 所管部課関係

（１）引き続き、補助金事務の適正執行に努められたい。

（２）補助金の対象経費及び補助基準について、補助金交付要綱で明確に示し、目的

に沿った効果的な事業が安定的・継続的に展開されるよう、補助金申請の内容を

精査するとともに、適切な指導に努められたい。

■ 団体関係

（１）補助金の請求、受領、予算の執行、会計の処理は、概ね適正に行われていると

認められた。
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（２）社会福祉協議会は、多様化する社会福祉の中心的な担い手として、役割や機能

を発揮していくことが求められていることから、収支のバランスにも考慮しなが

ら、同様のサービスを提供する事業者の増加等により、利用者数が大幅に減少し、

採算が合わなくなっている事業については、事業の必要性やサービスの内容等に

ついて見直し等を含め、経営改善に向けた年次計画等の策定を検討されたい。

（３）地域福祉活動の推進役として、これまで培ってきたノウハウを活かし、社会

福祉法人として、安定的・継続的に地域に密着した福祉サービス事業の展開を

図られたい。また、地域福祉活動をさらに充実させるためにも、自主財源の確保

に努められたい。


